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2004年12月18日 、名古屋市立大学大学院人間文化研究科主催の 「共生 シンポジウム」が開催 さ

れた。人間文化研究所設立準備 シンポジウムとして企画 され たこの催 しは、事前に入場者数など

の見当がつ かず、主催者側 としてはずいぶん と気の揉 める日々であったが、当 日は各方面か ら

120人 余の参加者があ り、研究科長 をは じめ、一同ほっと胸 をなで下ろ した。

当 日は、4人 のシンポジス トが順に登壇 され、報告をされた後、人間文化研究科村井教授によ

る各シンポジス トへのコメン トが続き、その後村井教授 コーデ ィネイ トによる議論、 と進行 し、

報告や コメン トはそれぞれ に興味深かったが、時間的な制約 もあって、議論が十分深まる前に幕

切れ となって しまった感がある。

シンポジウムの結果は別途冊子にま とめ られ るとい うことなので、詳 しい記録はそち らを見て

いただくのがよいのだろ うが、事前に研究科内でおこなわれた勉強会である 「プレ ・シンポジ ウ

ム」2回 と当日の議論を拝聴 して考 えたことを記録 し、後 日の議論のための閲覧に供するのは意

味のない ことではないと思い、以下に、当日の概要 と、それに関連 して筆者が考えたことを記 し

てお こうと思 う。

ただ し筆者は 「共生」問題の専門家でも何でもなく、ふだんは子 ども虐待な ど、暴力 とその防

止の問題について考えた り書いた りしている者 に過 ぎない。 したがって、これ はあくまで、筆者

の立場からのシンポジ ウムの 「斜 め読み」である。そのことをお断 りしつつ、本稿の限界につい

ては各方面からの叱正を待 ちたい。

1.

1.1.最 初 に登壇 されたシンポジス トは、文化人類学者でクレオール(文 化混交)研 究者 とし

て有名 な今福龍太氏である。今福氏 は、15年 前に出版 された著書 『ク レオール主義』(今 福氏の

「出世作」 といってよいだろ う)が 多文化 ・多言語主義に引きつけて読まれたが、そこであま り

注 目されなかったも う一つの読み方である 「混合体論」の話 を展開 したい、 とい う前置きを しつ

つ、奄美 を舞台 とした 「ウルマ、 ウラ、プ リテ ィ」、いわば 「珊瑚 と骨の循環」 とい うお話 をさ

れた。

二重露光写真 との コラボレーシ ョンな どを紹介 しなが らのお話はたいへん美的 ・文学的で格調

高いものだったが、今福氏のお話 を 「共生」 とのかかわ りであえてひ とことにま とめると(「 ま



とめて しま うこと自体に問題がある」 とい うお叱 りが飛んできそ うだが)、 「われわれは身体性 ・

物質性を通 して既に他の生命体 と共生 している(こ とを思い出せ)」 とい うことになろ うか。 ま

た、氏は報告の最後に 「面識圏を超えた他者 との共生のためには、死や輪廻 といった発想が必要

だ」 とい う考 え方を強調 された。 こと 「共生」に関してい うな らば、今福氏の問題意識は鮮明で、

立場は明快であるように思われた。

1.2.次 に登壇 されたシンポジス トは、国際関係論 ・国際文化学者 の平野龍一郎氏であった。

平野氏の報告は、国際社会でいくつかの文化 ・社会が接触 し並立を余儀なくされ る事態をあらわ

す概念の歴史 をた どり、共生 の像 を探 ろ うとす るものであった。氏は、国家間の 「敵対」 「競

争」 とい う、いわば共生のない状態か ら始まった近代の国際政治は、大国の勢力圏の共存、相互

依存の時期を経て、国家間の人の移動が激化 し国家内にも多様性を抱 える共生の時期へ と移 って

いき、現在に至る、とい う認識 を示 された(表1参 照)。

ただし、この経緯か ら、最終的な解決の像が結ばれるには至っていない。た とえば最後の時期

に当たる現在、異質の権利や文化の多様性 が課題にな りつつあるとき、「複数 の異質な同一種集

団が同一の時間 ・空間に同時に存在 し、その特質を失 うことな く発展的に生存 し続 ける」(平 野

氏の 「共生」の定義)に はどうす るか、 とい うことに明快 な回答はない。多文化主義に対す る揺

れ戻 しの現状を見るな らば、「共生」よ りも 「共棲」が よいのではないか とい う言明で報告は閉

じられた。

1.3.休 憩 をは さみ、その次に登壇 されたシンポジス トは、社会学者の宮島喬氏であった。宮

島氏は、教育 を受ける権利が国民に限 られ、異文化間を移動す る子 どもに適切な教育が提供 され



ていない 日本の現状を批判 した。すなわち、国民国家の枠か らはみだ しているために義務教育は

適 用 され な い外 国人 だ が、選 択 の 自由は事実 上な く、公 教育 に行 くしか ない。 だ が、JSL

(Japanese　as　Second　Language)プ ログラムす ら用意 しない 日本の学校教育のモ ノリンガ リズム

と否定的なスティグマのため、母語でつ ちかった文化資本が評価 されず、適応 に非常に苦労す る

とい う。

フランス社会研究者 としても高名な宮島氏は、この点以外に、イスラム教徒のスカーフ問題な

ど、フランスにおける同化主義的傾向などにも言及 し、欧州で も多文化主義がゆらぎ、移民難民

への閉鎖的態度が出てきていること、だがそれでも過去の蓄積があることも忘れてはならないこ

とを指摘 された。

1.4.最 後に登壇 されたシンポジス トは、心理学者の水野里恵氏であった。水野氏の報告は、

4つ の うち唯一、パ ワーポイン トによるプ レゼンテーションの使用 とそのプ リン トア ウ トの配布

のあった 「報告 らしい」報告であった。氏の報告は大きく2つ の部分に分かれ、前半で進化心理

学的手法による 「共生」状態のシ ミュレーションの検討、後半で 「公正」等の概念 とそのための

教育の必要性 についての議論がお こなわれた。

この報告では、前半での 「しっぺ返 し戦略」など利他行動発達の進化心理学的な論理 と、後半

で導入 され る 「公正」等 の概念には断絶がある。前半の議論は 「霊長類サイズの社会では利他行

動は確認 されるが、面識圏外(匿 名者)も 含むサイズの人間社会 にお ける公正は説明できない」

とい う理 由で却下 され る1。 後半の議論は、公正のモラルを慣習以前 ・慣習的 ・脱慣習的の3水

準に区別 し、 とりわけ脱慣習水準の思考法の測定、育成(教 育)に ついての議論へ と収斂す る。

2.

ここで思い起 こされ るのは、プ レ ・シンポジウムの議論である。プ レ ・シンポジ ウムは、第1

回が村井教授による 「共生」概念の比較検討(2004年11月2日)、 第2回 が久保 田講師による心理

学視点か らの 「共生」研究の紹介(2004年12月7日)で あったが、ここでは特に、第2回 で筆者

が久保 田氏や当 日の コメンテイターの成助教授 とかわ した議論 を引いて考察を進 めたい。ただ し

当 日は、筆者 も自分のいいたい ことが自分でよくつかめてお らず、用語選択を誤 って無用な混乱

を招いた。そのことをお詫び しつつ、議論を展開 してみたい。

プ レ ・シンポジ ウム第2回 での久保 田氏のお話 によれば、心理学 の立場か ら 「共生」(の 周

辺)に アプローチす る研 究は、第1に 愛他性や公正性獲得の過程を検討す る道徳発達研究、第2

に 「共生」政策への人々の評価を検討する社会的公正研究、第3に 外集団への態度形成や変容の

1水野氏の立場に立つならば、全域的に成り立つ戦略の発見をめざしてシミュレーションに精力を注ぐ山岸(1999)な どの
努力はムダということになるのかもしれない。だが、このことについての判断は筆者の能力を超えているので、ここでは
議論しない。



過程を検討す る集団間関係研究があげられるとい う。

それに対 し、教育学者 としての成氏のコメン トのポイン トの1つ は、教育学は実践への応用 を

重んじること、その際、久保 田氏の紹介する心理学の量的方法に対 し、教育学であれば実際にお

こなわれている 「共生」の実践の参与観察やインタビューをお こない、それを質的データとして

記述す ることか らは じめるだろ う、 とい うものであった。

この両者の議論に対 し筆者が発言 したのは、量的 ・質的 とい うのは本質的な差ではな く、 ここ

で紹介 された限 りでは、心理学 も教育学も現 に行われていることを記述することか ら始まるのは

同じで、そ うではない、ある種の理念か ら演繹 される 「共生」概念 とい うのはないのか、 とい う

ことであった。だが ここで筆者は、前者を 「実践」、後者 を 「理論」 とい うことばで表現 したた

め、筆者の意図するところは うま く伝わ らず、議論は頓挫 した。

今考えるに(と いって も遅いかもしれないが)、 筆者はたとえば 「emic」と 「etic」とい う対概

念 を使用すべ きであった と思 う。すなわち、当事者 にとっての視点 を含んだ ところか ら始まる

「共生」概念 と、当事者 にとっての視点 とは独立に理念 として与えられ(う)る 「共生」概念で

ある。

これ は、当 日の議論での寺 田教授の発言 とも重なる。寺田氏は、 「共生」を人権の一元化批判

の系譜で とらえ、社会発展はすべからく近代的市民社会 に近づ くべ し、 とい うのではない、より

高次の共同関係への努力である、とい うような見方を示 された。ただ し、この見方 に添 うな らば、

「共生」はeticなものとい うよりemicな もの とい うことになる。

3.

さて、ここでシンポジウム当 日の報告 について、多少の検討 を試みてみたい。

当 日のシンポジス トの うち、まず今福氏 と水野氏のお2人 について比較 してみよう。 このお2

人は、共生について個別的問題 をとりあげるのではな く、共生 とい う問題全体について普遍的な

メッセージを発 していたとい う点では共通 している、 と筆者 には思われ る。だがこのお2人 は、

ある意味で対極的である。

前節で検討 した 「共生」概念の分類をあてはめるならば、当日の報告中、最 もeticな色彩が強

いのは水野氏の報告である。水野氏の射程は、「共生」 よりむ しろ 「公正」など普遍性の高い概

念に向いてい るように筆者には思われる。偶然かもしれないが、水野氏は報告後半では 「共生」

とい うことばをほとん ど使 われなかった。そ して、「共生」 あるいは 「公正」への経路 として、

水野氏の議論は、理性への信頼を前提に しているよ うに思われる。

それ に対 し今福氏の報告は、題材 を奄美 とい う具体的な場所 に即 したものにとった こともあ り、

少なくとも見かけ上はemicで ある。だがそのメッセージは、個別具体的な場所を超 えて共生のあ

り方を指 し示す もの として発信 されてお り、その意味では決 してemicに は とどまらない。む しろ



問題 は、今福氏の問題意識や立場が、 どのような人々に、どのよ うな形で共有可能なのか、とい

うことだ と思われる。そ してこの今福氏の立場は、ある種の感性の共同体の成立を要請す る。ゆ

えに、この議論に共感す る人 も少なくはなかろ うが,い ずれに してもそれ はローカルなものに と

どまらざるを得ないのではないか、とい う疑問は当然出てくるであろう。

平野氏の議論は どうであろ うか。平野氏の議論も、共生についての普遍的 ・全域的な言明に射

程 をあててお り、その点では今福氏、水野氏 と共通す る。ただ し、今後についてのポジテ ィブな

見方 を示 さないな ど、研究の展開についての整理の域 にとどまろ うとす る禁欲的な姿勢は、聴衆

にはい ささか物足 りない印象を与えたかもしれない。 とはいえ、70年 代の共生概念か らポス ト冷

戦期の共棲概念への展開を追いつつ、共生への安易な夢想 を戒め、棲み分け的な共棲 を強調す る

あた りに、氏の国際政治学者 らしい現実主義が感 じられた。

最後に宮島氏だが、氏は、 日本 にお ける外国人の子弟の教育問題を中心に、話題 をいくつかの

トピックに しぼ り、全域的な議論 を展開 しない とい う点で、上記3氏 とは対照的な報告 をされた。

この問題設定 と氏の議論の 「批判」 とい うスタンスには、有機的な連関が感 じられ る。ただ、筆

者 としては、 「批判」の重要性は認 めつつ も、氏の学識か らすれば全域的な議論 も可能だったろ

うに、な どと思って しまった ことは告 白しておかねばな らない。

4.

さてここで、共生 を考え実践するのはたやすいことではない、 と感 じさせる事例が最近身近で

生 じたので、そのことについて少 し寄 り道的に考察す ることをお許 しいただきたい。

2005年1月 頃 より、名古屋市営地下鉄構 内で、「エスカ レーターでは走った り歩 いた りしない

で」 とい うキャンぺーンが始ま り、ポスターの掲示などがおこなわれている。 これは 「隣を走っ

た り、歩かれた りするのは危ない」「左手が不 自由なので右側 にいたい」などとい う、主に高齢者

の声に配慮 したキャンぺ一 ンの ようで、エ レベーター協会や他市な どからの歓迎や注 目も集 めて

いるようである(朝 日新 聞2005)。

エスカ レーターの使用方法 に関する議論にはかな り長い歴史があるが、今回は、ある生活 リス

クを公共的に リスクヘ ッジす る方法に関す る議論 として問題が設定され、 「急 ぐ者」にコス トが

課せ られた。だが、 この リスクヘ ッジは妥当か、 コス トを課す対象やその量は妥当か、 とい う議

論は当然あ りうる。そ してそのコス トは今までの 「急 ぐ者」の生活様式に大きな影響を与えるの

で、この問題は多様な生活様式の共存、すなわち 「共生」の問題 と見 ることもできる2。

さて、この問題 について筆者な りの考察を試みたい。確かに、老人や障害者などがエスカ レー

ター に乗っていて恐怖 を感 じるような歩き方は厳に戒め られるべきである。だが、そのために急

2この問題を 「共生」の問題とする用法は一般的ではないかもしれないが
、筆者としては 「共生」をエスニシティ間の問題

に限定しない方がよいと考えている。



ぐ者 の便 宜 が事 実上大 き く制 限 され るのは、筆者 にはあま り歓 迎で きな い。 これ は 「角 を矯 めて

牛 を殺す 」 こ とに はな らないだ ろ うか、 と危惧 してい る。

この情報 に接 して筆 者 の脳 裏 に まず浮 かん だの は、残念 な こ とだが 、 「名 古屋=田 舎」説 で あ

った。 この椰 楡 的な俗説 の 当否 は ともか くと して 、確 か に今 回の よ うなルール の設 定は 、(大)都

市 と して は 自殺行 為で あ るよ うに思 われ るか らで あ る。特 に、 百貨店 内 な ど買物 の場 で はな く、

公共 交通機 関の乗 降の ため に設 置 され たエ スカ レー ターや 階段 では、 それぞれ の乗客 の事情 がま

ちま ちであ る こ とは 当然 で あ る。 「感性 の共 同体 」 を暗黙 の前 提 として斉 一 的 な行 動様 式 を押 し

付 け るの ではな く、多様 な行動様 式 が どの よ うにお互 いの邪 魔 にな らない よ うなモ ラル やルール

を確 立す るかが求 め られ る3と い うのが「 都市 的生活様 式」 だか らで あ る。

容易 に想像 で きる こ とだが、 この よ うな議論 では、公 共 的にヘ ッジ され るべ き リス クの特定 、

その量や 程度 の見積 も り、 リス クヘ ッジのた めに課せ られ る コス トの選択 、そ の量や程度 の見積

も りな どで、 さま ざまな立場 か らさま ざま な見解 がぶつ か りあ うで あ ろ う。 この場 合 では、高齢

者 の リス クを ど う見積 もるか、 コス トとして課せ られ た 「急 ぐ者 」 の不便 を どう見積 も るか によ

って、議論 はまった くちが って くる。 そ してま たそれ には、 た とえば 「ス ロー ライ フ」や 「都市

的生活様 式」 な ど、背 後 にあ る 「哲 学」 も大 き く影 響 して くるだ ろ う。 た とえ ば筆者 は 「都 市的

生活 様式 」 を前提 にこの施 策 を批判 した が、それ には 当然 異論 もあ ろ うし、筆 者 とて、 自らの加

齢 な どで立場 が変わ って くれ ば、前提 も意 見 も変 わって くる可能性 はない わけで はない。

あ るい は、代替 的 な施策 の コス トや 効力 につい ての見通 しも影 響 して くるか も しれ ない。 た と

えば このケ ース では 、 「走 らないで 」な ど、 まず は急 ぐ者 に対 して配慮 を呼 びか け るキ ャンペー

ンが先行す べ きだ、 と筆者 な どは思 う。 しか しこれ も、電 車やバ スの優 先席 と同様 に啓発 の効果

が望み薄 だ と了解 されれ ば、 一気 に 「過 激 な」施策 に走 る方 向にはずみ がつ き、現在 の よ うなキ

ャ ンぺー ン もや むな しと判 断 され るか も しれ ない。 逆にい え ば、 共生 を求 めたいな らば 日頃 か ら

そ の可能性 を うかがわせ るよ うな行動様 式が 求め られ る、 とい うこ とにな る。

「共生 」の構想 には 、 この よ うに、 さま ざまな要 因の勘案 や葛藤 の調整 が必 要だ とい うこ とが

あ らた めて実感 され る4。

5.

平等、公 正 な ど、従来 か らの普遍的理 念 と共生 との関係 も一筋縄 で は行か ない。それ に関連 し

て筆 者が ど うして も気 にな る点を 、落穂 拾い 的に なるが、 い くつ か記 してお く。

3この例に限らず、多様な文化や価値観が混在する現代社会において、もっとも現実的な 「共生」のありようが 「棲み分
け」である、ということはしばしば見られることである。他の例をあげるならば、たとえば喫煙者と非喫煙者の場合、副
流煙による間接喫煙の害などの問題を考えるならば、喫煙 ・禁煙区域の厳密な区別、公共の場での原則禁煙という方策は
合理的なものであり、公の場(パ ーティ会場など懇親の場を含む)で 、社会人たるものが当然守らねばならぬモラルとし

ての地位を獲得しつつある。
4「共生シンポジウム」当日にこのような比較衡量の議論があまり聞かれなかったのは

、筆者としては残念であった。



1つ は、共生 とは誰による誰 のための概念なのだろ うか、とい うことである。その点に関連 し

ていつ も思 うのは、いわゆる発展途上国の人々は 「共生」を欲 しているのだろ うか、彼 らが欲 し

ているのは 「発展」「成長」「繁栄」ではないのだろ うか、 とい うことである。

しか し実際には、「成長」の実現は困難 である。現在の技術水準で、現在の生活水準への 「成

長」を地球規模で実現 しようとしたとき、到来す るのは、資源の枯渇 と、現在 よりも一層大規模

で深刻な環境汚染である。橋爪はこれを 「環境/貧 困/人口 の トリレンマ」 と表現 した(橋 爪

1997:243-244)5。 もしその ような事態 を避 けよ うとするのならば、われわれは地球社会をいわ

ゆる 「持続可能な成長」へ と軟着陸 させねばならない。そ してそれは発展途上国の 「成長」への

夢 を奪 うことかもしれない。

毎年、合法 も非合法 も含め、発展途上国か ら 「先進国」への移住は絶えない。だが、そもそも

なぜ移住 が生ず るのか。今住 んでい るところで 「成長」 「繁栄」が実現できないな らば、既 に

「成長」 し現在 「繁栄」 しているところに移住 してその分け前 を頂戴 しよう、 とい う人々の欲望

は当然である。その欲望は抑えることはできないだろ うし、その権利 もないといわざるを得ない。

このよ うに考 えた場合、 「共生」はにわかに罪作 りな概念 に見えてくる。地球規模での平等を

前提 とす るならば、先進国は当然,発 展途上国の成長や移住労働者による富の移転に協力的であ

る必要がある。だが 「共生」概念は、それをきわめて 「ケチ臭 く恩着せがま しく」展開 している

ものに見えなくもない。

にもかかわらず、もう1つ の共生、すなわち環境 との共生のために、われわれが人類 として生

き残 るために、われわれはそれ をや らざるをえない。その痛みを、共生を研究あるいは実践す る

者(つ ま りわれわれ)は もっと感 じるべきなのだろ う。

も う1つ 筆者が気 になるのは、 「多文化共生」以外 の文脈で語 られる 「共生」 と 「平等」 「公

正」 との関係である。

内閣府は 「共生社会担当統括官」を置き、共生社会の構築を政策課題 として位置づけてい る。

また、男女共同参画担 当部局も内閣府 に置かれている。 この共生社会の理念 は、人間文化研究所

の研究 目標 にも影響 を与えてい ると思われ る。だが、政策課題は、青少年健全育成、少子 ・高齢

化対策、障害者 自立と社会参加の促進、交通安全の確保な ど、い ささか総花的な印象は免れない

(内閣府2005)。 これ ら各分野での 「共生」の相互関係 もよくわかっていない。

筆者には、 これ らの分野の 「共生」 は、 よく語 られる多文化共生の 「共生」 と根本的な ところ

で差異があるように思われる。た とえば男女共同参画の分野では、まず実現 され るべきは平等で

ある。それ は表には出ない場合であっても、関係者 に共有 された熱意 として脈々 と伏流 している。

つま り、普遍的な 目標 があり、その後初めて共生が論 じられ うるのである。「男女共同参画基本

5橋爪(1997)は 経済成長を貧困克服の手段とし
、貧困が克服できれば人口が抑制できるが、できなければ人口は増え続け、

貧困層はますます拡大する、と予想する。そして人口増はもちろん、食糧・エネルギー(資源)・環境問題をさらに悪化
させる。



法」 の英 訳 が 「Gender　Equality　Law」 で あ るの は、伊達 では ないの だ と思 う。

この こ とは 、共生社 会 とい うもの を論ず る とき に、 「共 生」 だ けを論 じて いて よい のか 、 とい

う疑 問を もた らす。 共生 とは ど うい う状 態 で、それ はなぜ 望ま しいのか 、 とい うこ とを、公正 な

ど他 のeticな 概 念 との対 比 にお いて 、われ われ は も う少 して いね い に論 じて い く必要 が あ るだ ろ

う。

6.

12月18日 の共 生 シ ンポ ジ ウム では 、 「本 日の議 論 を どの よ うに発展 させ て い くかが われ われ 人

間文化研 究科 に とっての課題 だ」 と司会 が ま とめの ことばを述べ た。 この小文 で筆 者 は、不十 分

なが らもそ の発 展 を試 み た。

だ が、慧 眼な読者 に は既 にお気 づ きの こ とと思 うが、筆者 の議論 も一 貫 して い るか ど うか怪 し

い もの で あ る。 た とえば 、4.で 展 開 した 「多様性 へ の寛 容 」へ の議論 と、5.で 展 開 した 「共

生」 と 「公正 」 に関す る議 論 の接続 は必 ず しも明確 では ない。

何 を もっ て共 生 と し、何 を課題 と して研 究 をすべ きか 、 われ われ に はま だ まだ宿 題 が 多 い。

「斜 め読み」 とい うよ り 「殴 り書 き」 の よ うな本稿 は、 も とよ りそのた めの通過 点 に過 ぎない。

各方面 か らの ご叱正 と、 これ以外 の さま ざまな発展 の試 み を待 ちたい。
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